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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくともタイヤの空気圧を検出してそのデータを電波で送信する動作を行う検出装置
（１０、２０、３０、４０）が車両の各タイヤに設置され、前記送信されたデータを受信
して各タイヤの空気圧を監視する監視装置（５０）が車体側に設けられてなる車両用タイ
ヤ空気圧監視システムにおいて、
　前記監視装置（５０）は、イグニッションスイッチがオンになって車両が運転状態にな
ったか否かを判定し車両が運転状態になったことを判定すると前記各検出装置（１０、２
０、３０、４０）を一斉に動作起動させる動作起動信号を送信するとともに、イグニッシ
ョンスイッチがオフになって車両が運転終了状態になったか否かを判定し車両が運転終了
状態になったことを判定すると前記各検出装置（１０、２０、３０、４０）を一斉に動作
停止させる動作停止信号を送信するようになっており、
　前記各検出装置（１０、２０、３０、４０）は、内蔵電池（１１）を電源とするもので
あって、動作停止中は前記動作起動信号を受信したか否かの検出を行い、前記動作起動信
号を受信すると動作起動し、この動作起動のタイミングを基準にして前記各検出装置のデ
ータ送信タイミングが重ならないように設定されたデータ送信タイミングで前記データを
一定間隔で繰り返し送信し、また前記動作停止信号を受信すると動作停止するようになっ
ていることを特徴とする車両用タイヤ空気圧監視システム。
【請求項２】
　前記各検出装置（１０、２０、３０、４０）は、動作時に前記動作を間欠的に行うよう
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になっており、前記タイヤの空気圧の検出を行う間隔よりも長い間隔で前記データ送信タ
イミングが設定されていることを特徴とする請求項１に記載の車両用タイヤ空気圧監視シ
ステム。
【請求項３】
　前記各検出装置（１０、２０、３０、４０）は、前記検出したタイヤの空気圧が異常で
あることを判定すると、データ送信タイミングを短くするようになっていることを特徴と
する請求項１または２に記載の車両用タイヤ空気圧監視システム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、車両における各タイヤの空気圧を監視するタイヤ空気圧監視システムに関する
。
【０００２】
【従来の技術および発明が解決しようとする課題】
従来、タイヤの空気圧および内部温度を検出してそのデータを電波で送信する検出装置を
車両の各タイヤに設置し、送信されたデータを車体側に設置した監視装置で受信し、タイ
ヤの異常を検知するとユーザーに警告を発するようにしたタイヤ空気圧監視システムが種
々提案されている（例えば、特開平８－２４４４２４号公報、特開平９－３０２２０号公
報）。
【０００３】
従来のタイヤ空気圧監視システムでは、各タイヤに設置された検出装置から検出したデー
タが定期的に監視装置に送信される。このとき、それぞれの検出装置のデータ送信タイミ
ングが重なった場合には、監視装置側で正常にデータを受信できない場合が生じ得る。一
旦、データ送信タイミングが重なると、ある一定間隔でデータが送信されるため、次回以
降もデータ送信タイミングが毎回重なることになり、監視装置でのデータの受信率が極端
に低下する。
【０００４】
特開平９－３０２２０号公報には、タイマを用いてタイヤ空気圧を定期的に検出し、検出
したデータを受信器（監視装置）に定期的に送信を行い、そのタイマの間隔をタイヤ毎に
ずらして、タイヤ毎の混信を防止するようにしたものが記載されている。しかしながら、
タイマの時間を生成するための発振周波数の誤差等によってデータ送信タイミングが累積
的にずれると、いずれはデータ送信間隔が重なって混信してしまう場合があり得る。
【０００５】
また、この種のタイヤ空気圧監視システムにおいて、各タイヤに設置された検出装置を、
内蔵した電池で動作させるようにした場合には、電力消費を低減して電池寿命を長くする
必要がある。
【０００６】
上記した特開平９－３０２２０号公報には、タイマを用いてタイヤ空気圧を定期的にモニ
タするものが記載されているが、このものでは、車両が運転状態にない場合であってもタ
イヤ空気圧をモニタすることになり、電池寿命を長くするという点で不十分である。
【０００７】
本発明は上記問題に鑑みたもので、検出装置に内蔵された電池の寿命を長くし、かつタイ
ヤ毎に設置された検出装置のデータ送信タイミングが重ならないようにすることを目的と
する。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
　上記目的を達成するため、請求項１に記載の発明では、少なくともタイヤの空気圧を検
出してそのデータを電波で送信する動作を行う検出装置（１０、２０、３０、４０）が車
両の各タイヤに設置され、送信されたデータを受信して各タイヤの空気圧を監視する監視
装置（５０）が車体側に設けられてなる車両用タイヤ空気圧監視システムにおいて、監視
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装置（５０）は、イグニッションスイッチがオンになって車両が運転状態になったか否か
を判定し車両が運転状態になったことを判定すると各検出装置（１０、２０、３０、４０
）を一斉に動作起動させる動作起動信号を送信するとともに、イグニッションスイッチが
オフになって車両が運転終了状態になったか否かを判定し車両が運転終了状態になったこ
とを判定すると各検出装置（１０、２０、３０、４０）を一斉に動作停止させる動作停止
信号を送信するようになっており、各検出装置（１０、２０、３０、４０）は、内蔵電池
（１１）を電源とするものであって、動作停止中は動作起動信号を受信したか否かの検出
を行い、動作起動信号を受信すると動作起動し、この動作起動のタイミングを基準にして
各検出装置のデータ送信タイミングが重ならないように設定されたデータ送信タイミング
でデータを一定間隔で繰り返し送信し、また動作停止信号を受信すると動作停止するよう
になっていることを特徴としている。
【０００９】
この発明によれば、車両の運転開始時、運転終了時に監視装置（５０）から送信される動
作起動信号、動作停止信号により各検出装置（１０、２０、３０、４０）を一斉に動作起
動、動作停止させるようにしているから、検出装置（１０、２０、３０、４０）に内蔵さ
れた電池（１１）の寿命を長くすることができ、また動作起動のタイミングを基準にして
設定されたデータ送信タイミングでデータの送信を行うようにしているから、データ送信
タイミングの累積的なずれを防止し、各検出装置（１０、２０、３０、４０）のデータ送
信タイミングが重なるのを防止することができる。
【００１０】
また、請求項２に記載の発明のように、各検出装置（１０、２０、３０、４０）が間欠動
作し、タイヤの空気圧の検出を行う間隔よりも長い間隔でデータ送信タイミングを設定す
るようにすれば、内蔵電池（１１）の寿命をより長くすることができる。
【００１１】
また、請求項３に記載の発明のように、検出したタイヤの空気圧の異常を判定すると、デ
ータ送信タイミングを短くするようにすれば、監視装置（５０）にその異常を早くかつ確
実に知らせることができる。
【００１２】
なお、上記各手段の括弧内の符号は、後述する実施形態に記載の具体的手段との対応関係
を示すものである。
【００１３】
【発明の実施の形態】
図１に本発明の一実施形態に係る車両用タイヤ空気圧監視システムの部品構成を示し、図
２にそれぞれの部品を車両に搭載した状態を示す。
【００１４】
図２に示すように、タイヤの空気圧および内部温度を監視してデータを電波で送信する検
出装置としての送受信機（電波式タイヤ内埋込型の通信手段）１０、２０、３０、４０が
４つのタイヤの内部にそれぞれ設置され、各送受信機から送信されたデータを受信して各
タイヤの空気圧、温度を監視する監視装置５０が車体側に設置されている。
【００１５】
送受信機１０、２０、３０、４０の各々は、図１に示すように、内蔵電池１１を電源とし
、圧力センサ１２、温度センサ１３によりタイヤ内の圧力、温度を検出（測定）し、設定
された送信タイミングで測定したデータを監視装置５０に送信する。
【００１６】
また、送受信機１０、２０、３０、４０の各々は、監視装置５０から送信される動作起動
信号を受信すると動作起動し、タイヤ内の圧力、温度の測定および測定データの送信を行
う動作を間欠的に行い、監視装置５０から送信される動作停止信号を受信すると動作停止
するようになっている。なお、上記した動作とは、タイヤ内の圧力、温度を測定しその測
定データを送信する動作（機能）をいい、動作の停止中は、監視装置５０から動作起動信
号が受信されたか否かの検出のみが間欠的に行われる。
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【００１７】
監視装置５０は、送受信機１０、２０、３０、４０から送信されるデータを受信するアン
テナ５１、５２、５３、５４と、その受信したデータに基づいて各タイヤの状態を監視し
、いずれかのタイヤに、空気圧低下、空気圧の異常増減、あるいはタイヤ内温度の異常上
昇などの異常があることを判定すると、異常表示信号を出力するコントローラ（以下、Ｅ
ＣＵという）５５と、このＥＣＵ５５からの異常表示信号を受けてユーザーに異常を知ら
せる表示を行う表示装置５６と、を備えている。また、ＥＣＵ５５は、車両の運転中にデ
ータの受信およびそれに基づく異常判定を行うようになっており、車両が運転状態にある
か否かを、イグニッションスイッチ５７、シフトポジションスイッチ５８、エンジン回転
数センサ５９からの信号に基づいて行う。
【００１８】
図３に、ＥＣＵ５５の処理を示す。ＥＣＵ５５は、イグニッションスイッチ５７、シフト
ポジションスイッチ５８、エンジン回転数センサ５９からの信号に基づいて車両が運転状
態になったか否かを判定する（Ｓ１１０）。車両が運転状態になったことを判定すると、
送受信機１０、２０、３０、４０に動作起動信号を送信し（Ｓ１２０）、この後、送受信
機１０、２０、３０、４０から送信されるデータを受信し、受信したデータに基づいて各
タイヤの状態を監視し、いずれかのタイヤに異常があることを判定すると、異常表示信号
を表示装置５６に出力する（Ｓ１５０）。
【００１９】
また、送受信機１０、２０、３０、４０からの送信データ受信待機中に、イグニッション
スイッチ５７、シフトポジションスイッチ５８、エンジン回転数センサ５９からの信号に
基づいて車両が運転終了状態になったか否かを判定する（Ｓ１２０）。車両が運転終了状
態になったことを判定すると、送受信機１０、２０、３０、４０に動作停止信号を送信し
（Ｓ１３０）、再び車両が運転状態となるまで間欠動作を行う。このことにより、車両の
バッテリーの消耗を抑えることができる。
【００２０】
送受信機１０、２０、３０、４０の各々は、内蔵電池１１から電源供給を受けて作動する
マイクロコンピュータ等のコンピュータ手段（図１に図示せず）を有し、図４に示す処理
を行う。この処理は、内蔵電池１１の消耗を抑えるため、間欠的に行われる（Ｓ２００）
。この間欠動作としては、動作起動信号の待機状態のときの間欠動作（Ｓ２１０）と動作
要因の待機状態のときの間欠動作（Ｓ２２０）がある。
【００２１】
動作起動信号の待機状態のときには、監視装置５０から送信される動作起動信号を受信し
たか否かが判定される（Ｓ２３０）。動作起動信号を受信したことが判定されると、圧力
センサ１２、温度センサ１３からの信号による圧力データ、温度データの収集（Ｓ２５０
）およびそのデータの送信（Ｓ２６０、２７０）を行う動作に移行する。すなわち、動作
起動される。この場合、送受信機１０、２０、３０、４０の全てが一斉に動作起動される
。
【００２２】
また、図４中の処理には示されていないが、動作起動したタイミングを基準にしてデータ
送信タイミングが設定される。このデータ送信タイミングは、各送受信機のデータ送信タ
イミングが重ならないように設定される。送信機１０、２０、３０、４０からは、予め定
められたデータ送信の優先順位に従って一定間隔で繰り返しデータが送信される。このよ
うな送信タイミングの設定により、ＥＣＵ５５では、全ての送受信機からのデータを確実
に受信することができる。また、動作起動のタイミングでデータ送信タイミングが設定さ
れるため、送受信機の作動に用いる発振周波数の誤差等によってデータ送信タイミングが
累積的にずれることを防止することができ、各送受信機のデータ送信タイミングが重なる
のを確実に防止することができる。
【００２３】
動作起動後は、上記した間欠動作（Ｓ２００）において、動作要因待機状態となる（Ｓ２
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２０）。この動作要因とは、データ収集タイミング、データ送信タイミング、動作停止信
号受信である。データ送信タイミングは、データ収集タイミングよりも長い間隔で設定さ
れる。また、そのデータ送信タイミングは、収集したタイヤの空気圧、内部温度が異常で
あることが判定されると、それまでよりも短く設定される。
【００２４】
図４に示す処理では、データの収集（Ｓ２５０）およびデータの送信（Ｓ２６０、Ｓ２７
０）が直列的に処理されるような形で示されているが、それぞれ、動作要因判定ステップ
（Ｓ２４０）にてデータ収集タイミング、データ送信タイミングが判定されたときに個別
に実行される。従って、データの収集は比較的に短い周期で行われ、データの送信はそれ
よりも長い周期で行われる。また、タイヤ空気圧、内部温度が異常になると、短いタイミ
ングで連続してデータが送信される。このことにより、監視装置５０に異常を早くかつ確
実に知らせることができる。
【００２５】
また、動作要因判定ステップ（Ｓ２４０）にて、動作停止信号受信の動作要因が判定され
ると、監視装置５０から送信される動作停止信号を受信したか否かが判定される。動作停
止信号を受信したことが判定される（Ｓ２８０の判定がＹＥＳになる）と、動作停止とし
て、動作起動信号の待機状態のときの間欠動作（Ｓ２１０）に移行する。この場合、送受
信機１０、２０、３０、４０の全てが一斉に動作停止される。
【００２６】
このように各送受信機は、監視装置５０から送信される動作起動信号、動作停止信号によ
って、動作起動、動作停止を行っているから、内蔵電池１１の消耗を低減することができ
る。また、タイヤ空気圧、内部温度のデータの収集を例えば数十秒毎に実施し、収集時以
外の状態では間欠動作を行い、また収集したデータが正常であれば送信タイミングを例え
ば数十分毎とするようにすれば、電池１１の消耗をより低減することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施形態に係る車両用タイヤ空気圧監視システムの部品構成を示す図
である。
【図２】送受信機および監視装置の車両への搭載状態を示す図である。
【図３】ＥＣＵの処理を示すフローチャートである。
【図４】各送受信機での処理を示すフローチャートである。
【符号の説明】
１０、２０、３０、４０…送受信機、１１…内蔵電池、１２…圧力センサ、
１３…温度センサ、５０…監視装置、５１～５４…アンテナ、５５…ＥＣＵ、
５６…表示装置、５７…イグニッションスイッチ、
５８…シフトポジションスイッチ、５９…エンジン回転数センサ。
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